
   富 士 宮 市 感 震 ブ レ ー カ ー 設 置 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  富 士 宮 市 は 、 地 震 の 揺 れ に 伴 う 電 気 機 器 か ら の 出 火 及 び 停 電 復

旧 時 に 起 こ る 火 災 の 発 生 を 防 止 す る た め 、 感 震 ブ レ ー カ ー を 設 置 す る

者 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、 そ の 交

付 に つ い て は 、 富 士 宮 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ９ 年 富 士 宮 市 規 則 第

２ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 感 震 ブ レ ー カ ー 」 と は 、 一 般 社 団 法 人 日 本

配 線 シ ス テ ム 工 業 会 が 定 め る 感 震 機 能 付 住 宅 用 分 電 盤 （ Ｊ Ｗ Ｄ Ｓ  

 ０ ０ ０ ７ 付 ２ ） の 規 格 に 適 合 す る 構 造 及 び 機 能 を 有 す る 機 器 で 次 に 掲

げ る も の を い う 。  

 ⑴  分 電 盤 タ イ プ （ 内 蔵 型 ）  セ ン サ ー が 分 電 盤 に 内 蔵 さ れ た も の  

 ⑵  分 電 盤 タ イ プ （ 後 付 型 ）  既 存 の 分 電 盤 に 外 か ら セ ン サ ー を 取 り

付 け る も の  

（ 補 助 の 対 象 ）  

第 ３ 条  補 助 の 対 象 と な る 者 は 、 市 内 に 住 宅 を 所 有 し 、 又 は 居 住 し て い

る 個 人 で 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。 た だ し 、 賃 貸

目 的 の 住 宅 へ の 設 置 に つ い て は 、 当 該 住 宅 の 居 住 者 に 限 る 。  

 ⑴  分 電 盤 タ イ プ （ 内 蔵 型 ） を 既 存 の 分 電 盤 に 替 え て 設 置 し よ う と す

る 者  

 ⑵  分 電 盤 タ イ プ （ 後 付 型 ） を 既 存 の 分 電 盤 に 設 置 し よ う と す る 者  

２  補 助 の 対 象 と な る 経 費 は 、 市 内 の 工 事 事 業 者 が 施 工 す る 感 震 ブ レ ー

カ ー の 設 置 に 要 す る 経 費 の う ち 、 感 震 ブ レ ー カ ー の 購 入 及 び 設 置 工 事

に 要 す る 経 費 と す る 。  

３  こ の 要 綱 に よ り 補 助 金 を 受 け る こ と が で き る 感 震 ブ レ ー カ ー の 個 数

は 、 １ 世 帯 に つ き １ 個 限 り と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は 、 補 助 の 対 象 経 費 の ３ 分 の ２ 以 内 の 額  



 （ １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） と

し 、 ２ 万 ５ ， ０ ０ ０ 円 を 限 度 と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


